
赤
人
作
吉
野
讃
歌

万
葉
集
巻
第
六
は
、
養
老
七
年
（
七
二
三
年
）
五
月
吉
野
行
幸
時
の
歌

を
、
冒
頭
に
据
え
る
（
九

0
七
S
九
一
六
）
。
こ
の
冒
頭
の
歌
は
、
二
群
か

ら
な
り
、
長
歌
に
反
歌
を
付
け
た
形
を
と
も
に
取
る
。

巻
六
は
、
さ
ら
に
二
つ
、
吉
野
に
お
け
る
讃
歌
を
収
録
す
る
。
―
つ
は

神
亀
二
年
（
七
二
五
年
）
五
月
行
幸
時
の
歌
（
九
二
〇
＼
九
二
七
）
、
二
つ

は
天
平
八
年
（
七
三
六
年
）
六
月
行
幸
時
の
歌

(
1
0
0五
s
1
0
0六）

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
冒
頭
の
作
品
と
同
じ
く
、
長
歌
に
反
歌
を

付
け
る
形
を
取
り
、
最
も
格
の
高
い
形
式
に
整
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
三
度
の
行
幸
は
行
幸
す
る
人
物
を
異
に
す
る
。
一
度
目
の
養
老

七
年
（
七
二
三
年
）
時
の
天
皇
は
元
正
天
皇
で
あ
り
、
以
後
の
神
亀
二
年

（
七
二
五
年
）
時
、
天
平
八
年
（
七
三
六
年
）
時
の
天
皇
が
、
と
も
に
聖

武
天
皇
で
あ
る
。
天
皇
を
異
に
し
な
が
ら
、
元
正
天
皇
と
つ
ぎ
に
即
位
し

た
聖
武
天
皇
と
が
相
次
い
で
吉
野
を
訪
れ
、
そ
の
お
り
に
歌
人
た
ち
が
長

歌
、
反
歌
か
ら
な
る
歌
を
詠
む
、
と
い
う
行
事
の
形
は
、
行
幸
す
る
天
皇

の
相
違
を
越
え
る
共
通
点
を
、
見
て
取
ら
せ
る
。

共
通
点
が
想
起
さ
せ
る
の
は
、
持
統
天
皇
吉
野
行
幸
時
に
お
け
る
、
柿

本
人
麻
呂
作
の
讃
歌
（
巻
―
_
-
―
―
六
＼
三
九
）
で
あ
る
。
こ
の
讃
歌
が
、

吉
野
に
お
け
る
讃
歌
の
継
承

長
歌
、
反
歌
の
各
々
を
備
え
る
二
群
か
ら
成
る
。
人
麻
呂
作
の
讃
歌
が
持

統
四
年
（
六
九

0
年
）
前
後
の
作
品
で
あ
り
、
以
後
、
吉
野
に
お
い
て
長

歌
、
反
歌
に
よ
る
讃
歌
は
作
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
ほ
ぼ
一
二
十
年
を
隔
て

た
元
正
朝
と
聖
武
朝
と
に
至
り
、
吉
野
に
お
け
る
讃
歌
が
企
て
ら
れ
た
わ

け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
元
正
、
聖
武
朝
吉
野
讃
歌
は
、
人
麻
呂
の
作
品
と
異
な
り
、

複
数
の
歌
人
た
ち
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
計
三
回
の
う
ち
、
第
一
回

が
笠
金
村
と
車
持
千
年
と
、
第
二
回
が
笠
金
村
と
山
部
赤
人
と
、
そ
し
て

第
三
回
に
は
赤
人
一
人
に
よ
っ
て
、
歌
が
作
ら
れ
て
い
る
。
他
に
、
大
伴

旅
人
が
神
亀
元
年
（
七
二
四
年
）
三
月
聖
武
天
皇
吉
野
行
幸
に
際
し
、
長

歌
、
反
歌
に
よ
る
讃
歌
を
残
す
（
巻
三
ー
三
一
五
＼
三
一
六
）
。
こ
の
讃
歌

は
題
詞
に
小
書
き
で
、
「
い
ま
だ
奏
上
を
経
ぬ
歌
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
公

表
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
（
『
万
葉
集
私
注
』
、
等
）
。
旅
人
の
吉
野
讚
歌
が

巻
六
に
収
め
ら
れ
ず
、
巻
三
に
載
る
の
は
、
場
の
相
違
に
関
わ
っ
て
、
旅

人
の
吉
野
讃
歌
が
別
に
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
。

巻
二
に
載
る
旅
人
作
吉
野
讃
歌
を
除
き
、
巻
六
の
収
め
る
元
正
、
聖
武

朝
吉
野
讃
歌
の
な
か
で
は
、
第
三
回
に
赤
人
が
一
人
で
詠
ん
で
い
る
点
が
、

他
の
二
回
に
相
違
す
る
。
し
か
も
、
人
麻
呂
作
吉
野
讃
歌
が
二
つ
の
歌
群

か
ら
な
る
の
と
異
な
り
、
第
一
回
の
金
村
、
千
年
の
作
品
は
、
合
わ
せ
て

遠

山

郎
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赤
人
に
よ
る
吉
野
讃
歌
の
継
承

山
部
宿
祢
赤
人
が
作
る
歌
二
首
井
せ
て
短
歌

や
す
み
し
し
我
ご
大
君
の
高
知
ら
す
吉
野
の
宮
は

づ
く
青
垣
隠
り
川
な
み
の
清
き
河
内
ぞ
春
へ
は

た
た
な

花
咲
き

二
群
の
形
を
も
つ
も
の
の
、
二
人
各
々
が
一
群
を
詠
む
だ
け
で
あ
る
。
第

二
回
の
金
村
の
作
品
も
、
一
群
に
と
ど
ま
る
。
対
し
て
赤
人
は
、
第
二
回

に
一
人
で
二
群
の
歌
を
残
す
。

赤
人
の
み
が
、
人
麻
呂
と
同
様
、
二
群
の
長
歌
、
反
歌
を
作
る
点
は
、

他
の
歌
人
以
上
に
、
赤
人
が
人
麻
呂
の
作
品
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た

こ
と
を
、
形
の
上
で
窺
わ
せ
る
。
加
え
て
、
第
三
回
に
赤
人
の
詠
む
歌
が
、

長
歌
、
反
歌
の
一
群
の
み
で
あ
り
な
が
ら
、
題
詞
が
「
応
詔
」
と
記
す
。

他
の
二
回
に
は
、
「
詔
」
が
伴
わ
な
い
。

赤
人
一
人
が
、
二
群
の
長
歌
、
反
歌
を
試
み
、
他
の
歌
人
た
ち
に
は
降

さ
れ
て
い
な
い
「
詔
」
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
元
正
、
聖
武
朝
吉

野
讃
歌
中
で
、
赤
人
の
作
品
が
こ
と
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
を
告

げ
る
。山

部
赤
人
作
吉
野
讃
歌
は
、
神
亀
二
年
（
七
二
五
年
）
聖
武
天
皇
吉
野

行
幸
の
折
り
に
、
は
じ
め
て
現
わ
れ
る
。
巻
六
は
こ
の
時
の
歌
を
、
笠
金

村
作
、
山
部
赤
人
作
の
順
に
収
め
、
題
詞
に
こ
う
記
す
。

神
亀
二
年
乙
丑
の
夏
の
五
月
に
、
吉
野
の
離
宮
に
幸
す
時
に
、

笠
朝
臣
金
村
が
作
る
歌
一
首
井
せ
て
短
歌

右
の
題
詞
が
導
く
金
村
の
長
歌
、
反
歌
（
九
二

O
S九
二
二
）
に
つ
い

で
、
さ
ら
に
一
っ
、
題
詞
が
掲
げ
ら
れ
、
赤
人
の
長
歌
、
反
歌
二
群
を
載

せ
る
。

を
を
り

秋
さ
れ
ば
霧
立
ち
わ
た
る

く
に
こ
の
川
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く

常
に
通
は
む

（
九
二
三
）

反
歌
二
首

み
吉
野
の
象
山
の
際
の
木
末
に
は
こ
こ
だ
も
騒
く
鳥
の
声
か
も

（
九
二
四
）

ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
更
け
ゆ
け
ば
久
木
生
ふ
る
清
き
川
原
に
千
鳥
し
ば

鳴

く

（

九

二

五

）

や
す
み
し
し
我
ご
大
君
は
み
吉
野
の
秋
津
の
小
野
の
野
の

上
に
は
跡
見
据
ゑ
置
き
て
み
山
に
は
射
目
立
て
渡
し
朝
狩

り
に
鹿
猪
踏
み
起
こ
し
夕
狩
り
に
鳥
踏
み
立
て
馬
並
め
て

御

狩

り

ぞ

立

た

す

春

の

茂

野

に

（

九

二

六

）

反
歌
一
首

あ
し
ひ
き
の
山
に
も
野
に
も
御
狩
り
人
さ
つ
矢
手
挟
み
騒
き
て
あ
り

見

ゆ

（

九

二

七

）

右
は
、
先
後
を
審
ら
か
に
せ
ず
。
た
だ
し
、
便
を
も
ち
て
の
故

に
、
こ
の
次
に
載
す
。

ま
ず
第
一
歌
群
長
歌
は
冒
頭
四
句
に
お
い
て
、
「
吉
野
の
宮
」
を
提
示
す

る
。
以
後
に
続
く
「
青
垣
隠
り
」
、
「
清
き
河
内
ぞ
」
、
「
花
咲
き
を
を
り
」
、

「
霧
立
ち
わ
た
る
」
は
、
冒
頭
部
に
よ
る
建
て
物
の
提
示
か
ら
対
象
を
広

げ
、
「
宮
」
の
あ
た
り
を
広
く
含
む
一
帯
に
、
叙
述
を
及
ぼ
す
。
長
歌
の
歌

う
対
象
が
や
や
広
い
こ
と
は
、
反
歌
二
首
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
。

第
一
反
歌
は
、
「
み
吉
野
の
象
山
の
際
」
を
詠
み
込
む
。
「
吉
野
の
宮
」

の
地
が
宮
滝
の
あ
た
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
象
山
」
は
吉
野
川
を
隔
て
る

そ
の
山
の
い
や
し
く
し

も
も
し
き
の
大
宮
人
は
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所
で
あ
る
（
『
万
葉
集
注
釈
』
、
等
）
。
そ
の
う
え
、
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
、

「
こ
こ
だ
も
騒
く
鳥
の
声
」
で
あ
る
。
「
鳥
の
声
」
の
響
き
渡
る
「
み
吉
野
」

の
空
間
が
、
「
象
山
」
の
あ
た
り
へ
広
げ
ら
れ
て
、
歌
の
な
か
に
設
け
ら
れ

て
い
る
。
第
二
反
歌
が
や
は
り
鳥
を
配
し
つ
つ
、
「
川
原
」
を
詠
む
の
も
、

建
て
物
に
限
定
さ
れ
な
い
、
宮
の
あ
た
り
一
帯
が
、
作
者
の
描
く
空
間
で

あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
。

人
麻
呂
作
吉
野
讃
歌
も
、
第
一
歌
群
に
お
い
て
、
広
い
空
間
を
設
定
す

る。

や
す
み
し
し
我
が
大
君
の
き
こ
し
め
す
天
の
下
に
国
は
し

も

さ

は

に

あ

れ

ど

も

山

川

の

清

き

河

内

と

御

心

を

吉

野

の
国
の
花
散
ら
ふ
秋
津
の
野
辺
に
宮
柱
太
敷
き
ま
せ
ば
も

も

し

き

の

大

宮

人

は

舟

並

め

て

朝

川

渡

る

舟

競

ひ

夕

川

渡
る
こ
の
川
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
こ
の
山
の
い
や
高
知
ら

す
水
激
＜
滝
の
宮
処
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

（
巻
一
ー
三
六
）

反
歌

見
れ
ど
飽
か
ぬ
吉
野
の
川
の
常
滑
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
ま
た
か
へ
り

見

む

（

三

七

）
た

き

の

み

や

こ

は

長
歌
（
三
六
）
が
、
「
瀧
之
宮
子
波
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
」
と
結
び
、

称
え
る
対
象
に
接
尾
語
「
子
」
を
伴
わ
せ
る
。
反
歌
（
三
七
）
は
「
吉
野

の
川
」
を
詠
み
（
橋
本
達
雄
「
人
麻
呂
の
歌
集
と
伝
記
」
『
柿
本
人
麻
呂
』

所
収
）
、
結
句
「
ま
た
か
へ
り
見
む
」
に
よ
っ
て
、
川
へ
の
称
賛
を
明
示
し
、

長
歌
の
「
宮
処
」
に
冠
せ
ら
れ
て
い
る
「
滝
」
に
力
点
を
置
き
つ
つ
、
称

え
る
対
象
を
、
や
は
り
広
く
設
け
る
。

赤
人
歌
の
第
一
歌
群
の
称
え
か
た
を
、
人
麻
呂
の
歌
い
か
た
の
影
響
と

い
う
範
囲
に
と
ど
め
る
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
。
と
い
う
の
は
、
古
事
記
上

巻
に
、
つ
ぎ
の
記
述
が
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
詔
ら
し
し
く
、
「
こ
こ
は
韓
国
に
向
か
ひ
、
笠
沙
の
御
前
に

真
来
通
り
て
、
朝
日
の
直
刺
す
国
、
夕
日
の
日
照
る
国
ぞ
。
か
れ
、

こ
こ
は
い
と
吉
き
地
」
と
詔
ら
し
て
、
底
つ
石
根
に
宮
柱
太
知
り
、

高
天
原
に
氷
橡
高
知
り
て
坐
し
き
。

地
上
界
に
降
っ
た
ニ
ニ
ギ
は
、
宮
を
営
む
に
当
た
り
、
土
地
の
吉
さ
を

最
初
に
称
え
、
そ
の
吉
き
地
に
立
派
な
宮
を
作
る
。
こ
の
記
述
中
で
宮
を

称
え
て
い
る
こ
と
ば
の
一
っ
で
あ
る
「
高
知
り
」
が
、
当
面
の
赤
人
の
長

歌
第
三
句
「
高
知
ら
す
」
に
現
わ
れ
る
。
そ
の
「
高
知
り
」
は
、
さ
き
の

人
麻
呂
の
歌
の
長
歌
で
も
、
第
二
四
句
「
い
や
高
知
ら
す
」
中
に
用
い
ら

れ
て
い
る
。
加
え
て
、
「
高
知
り
」
と
と
も
に
、
ニ
ニ
ギ
の
宮
を
称
え
る
こ

と
ば
で
あ
る
「
宮
柱
太
知
り
」
が
、
や
は
り
人
麻
呂
の
長
歌
第
十
三
、
十

四
句
「
宮
柱
太
敷
き
ま
せ
ば
」
と
い
う
部
分
に
、
形
を
す
こ
し
変
え
ら

れ
て
現
わ
れ
る
。
赤
人
の
歌
は
、
繰
り
返
し
使
わ
れ
て
い
た
宮
讃
め
の
こ

と
ば
タ
カ
シ
ル
を
、
長
歌
に
取
り
入
れ
つ
つ
、
宮
所
を
も
称
え
て
い
た
、

よ
り
古
い
発
想
と
の
接
触
を
、
人
麻
呂
を
介
し
て
保
つ
。
こ
の
古
い
発
想

に
応
じ
て
、
赤
人
の
付
し
た
反
歌
二
首
が
呪
術
的
側
面
を
帯
び
る
。

反
歌
二
首
は
、
「
象
山
」
（
第
一
反
歌
）
か
ら
「
川
原
」
（
第
二
反
歌
）
へ

場
を
変
え
、
山
と
川
と
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
も
、
結
句
で
鳥
の
声
を
そ
ろ

っ
て
詠
む
。
同
じ
赤
人
が
聖
武
天
皇
紀
伊
行
幸
時
に
歌
っ
た
長
歌
、
反
歌

中
の
反
歌
が
、
や
は
り
鳥
を
詠
む
。

若
の
浦
に
潮
満
ち
来
れ
ば
潟
を
な
み
葦
辺
を
さ
し
て
鶴
鳴
き
渡
る

（
九
一
九
）
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長
歌
（
九
一
七
）
が
結
び
に
、
「
神
代
よ
り
し
か
ぞ
貴
き
玉
津
島
山
」

と
述
べ
、
行
幸
地
へ
の
称
賛
を
表
立
て
た
後
に
、
右
の
反
歌
は
位
置
を
占

め
る
。
こ
の
反
歌
に
お
い
て
も
、
鳥
が
素
材
に
取
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で

な
く
、
そ
の
「
鶴
」
が
「
鳴
」
い
て
い
る
。
青
木
生
子
「
赤
人
に
お
け
る

自
然
の
意
味
」
（
『
日
本
抒
情
詩
論
』
所
収
）
、
伊
藤
博
「
赤
人
の
長
歌
と
反

歌
）
（
『
古
代
和
歌
史
研
究
6
』
所
収
）
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
鳥
の
声
を

詠
み
込
む
の
は
、
行
幸
地
の
に
ぎ
わ
い
の
表
現
と
解
さ
れ
る
。
実
際
、
続

く
第
二
歌
群
に
お
い
て
、
反
歌
が
「
御
狩
り
人
…
…
散
動
而
有
所
見
」
と

歌
い
（
九
二
七
）
、
声
を
伴
う
人
々
の
動
き
を
詠
み
込
み
、
同
一
の
発
想
を

引
き
継
ぐ
。
二
つ
の
歌
群
の
な
か
で
も
、
鳥
の
声
を
素
材
に
取
る
第
一
歌

群
反
歌
二
首
が
、
あ
た
か
も
景
を
詠
み
、
吉
野
一
帯
の
静
け
さ
を
表
現
す

る
か
の
よ
う
な
声
調
を
響
か
せ
る
け
れ
ど
（
島
木
赤
彦
『
万
葉
集
の
鑑
賞

及
び
其
批
評
』
、
斎
藤
茂
吉
『
万
葉
秀
歌
』
、
等
）
、
人
麻
呂
の
歌
そ
し
て
ニ

ニ
ギ
の
宮
所
を
称
え
る
表
現
に
連
な
る
呪
術
的
性
格
が
、
基
本
を
な
し
て

長
歌
に
応
じ
て
い
る
点
を
、
見
落
と
す
わ
け
に
ゆ
か
な
い
。

二
首
の
反
歌
と
も
ど
も
、
第
一
歌
群
が
宮
と
宮
の
地
と
を
称
賛
す
る
に

対
し
、
第
二
歌
群
は
称
え
る
対
象
を
天
皇
へ
転
ず
る
。
第
二
歌
群
長
歌
は
、

こ
の
主
題
を
表
現
す
る
に
当
た
り
、
冒
頭
の
提
示
す
る
「
大
君
」
が
狩
り

を
す
る
こ
と
を
述
べ
る
。
反
歌
の
「
御
狩
り
人
…
…
騒
き
て
あ
り
見
ゆ
」

は
、
狩
り
の
盛
ん
で
あ
る
様
を
詠
み
、
ひ
い
て
は
「
御
狩
り
人
」
を
動
員

す
る
「
大
君
」
へ
の
称
賛
を
表
わ
す
。
人
麻
呂
の
歌
の
第
二
歌
群
（
巻
一

ー
三
八
＼
三
九
）
も
、
天
皇
へ
の
称
賛
を
主
題
に
立
て
、
赤
人
歌
第
二
歌

群
と
軌
を
一
に
す
る
。
赤
人
の
歌
は
、
吉
野
に
お
け
る
二
群
の
長
歌
、
反

歌
と
い
う
形
の
み
な
ら
ず
、
さ
き
に
検
討
し
た
第
一
歌
群
の
主
題
と
と
も

に
、
第
二
歌
群
の
主
題
に
お
い
て
も
、
人
麻
呂
の
歌
を
踏
襲
す
る
姿
勢
を
、

あ
ら
わ
に
見
せ
る
。
赤
人
の
二
群
の
作
品
は
、
吉
野
の
宮
と
宮
所
と
へ
の

称
賛
、
つ
い
で
天
皇
へ
の
称
賛
、
と
い
う
順
に
並
び
、
人
麻
呂
作
吉
野
讃

歌
二
群
に
倣
う
。

赤
人
の
時
代
に
万
葉
集
巻
一
、
巻
二
は
す
で
に
編
纂
さ
れ
て
い
た
、
と

推
定
さ
れ
る
か
ら
（
伊
藤
博
「
万
葉
集
の
生
い
た
ち
（
一
）
」
『
新
潮
日
本

古
典
集
成
万
葉
集
一
』
所
収
）
、
巻
一
に
収
め
ら
れ
て
い
る
人
麻
呂
作

吉
野
讃
歌
は
、
赤
人
そ
し
て
朝
廷
の
人
々
に
、
お
そ
ら
く
今
に
伝
わ
る
形

で
、
享
受
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
口
誦
で
享
受
さ
れ
た
こ
と
が
想
像
さ

れ
な
い
で
は
な
い
け
れ
ど
、
大
宝
二
年
（
七

0
二
年
）
文
武
天
皇
吉
野
行

幸
以
後
、
ほ
ぼ
二
十
年
間
吉
野
行
幸
が
な
い
。
古
歌
を
誦
す
る
習
い
が
摘

出
さ
れ
る
と
は
い
え
（
巻
十
五
ー
三
六

0
二

s-―
―
六
―
-
、
等
）
、
吉
野
の

山
、
川
の
吉
さ
を
押
し
出
す
讃
歌
が
、
吉
野
以
外
の
地
で
し
き
り
に
口
誦

さ
れ
た
、
と
は
考
え
に
く
い
。
行
幸
の
空
白
と
吉
野
讃
歌
の
三
十
数
年
の

隔
た
り
と
は
、
歌
集
に
記
録
さ
れ
た
形
に
よ
る
享
受
を
や
は
り
考
え
さ
せ

る。
し
か
も
、
赤
人
の
二
群
の
長
歌
冒
頭
が
と
も
に
、
ヤ
ス
ミ
シ
シ
と
い
う

枕
詞
を
用
い
、
各
々
を
「
八
隅
知
之
」
（
九
二
三
）
、
「
安
見
知
之
」
（
九
二

六
）
と
書
く
。
人
麻
呂
の
二
群
の
長
歌
も
、
各
々
の
冒
頭
の
枕
詞
ヤ
ス
ミ

シ
シ
を
、
「
八
隅
知
之
」
（
三
六
）
、
「
安
見
知
之
」
（
三
八
）
と
記
し
、
赤
人

歌
の
各
長
歌
の
表
記
と
の
間
に
一
致
を
見
せ
る
。
人
麻
呂
が
‘
―
つ
の
枕

詞
に
異
な
る
意
味
を
持
た
せ
て
書
き
分
け
た
の
を
（
沢
潟
久
孝
「
枕
詞
を

通
し
て
み
た
る
人
麻
呂
の
独
創
性
」
『
万
葉
集
の
作
品
と
時
代
』
所
収
）
、

赤
人
が
、
す
く
な
く
と
も
表
記
の
う
え
で
、
踏
襲
し
た
（
清
水
克
彦
「
赤

人
の
吉
野
讃
歌
」
『
万
葉
論
集
第
二
』
所
収
）
と
考
え
ら
れ
る
点
も
、
右

の
想
定
を
支
持
し
、
か
つ
、
人
麻
呂
作
品
に
倣
う
意
図
を
、
一
層
際
立
た
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せ
る
。赤

人
の
二
群
の
歌
々
は
、
形
と
主
題
と
に
渡
っ
て
、
人
麻
呂
作
品
を
継

承
す
る
姿
勢
を
見
せ
る
も
の
の
、
赤
人
の
称
え
か
た
と
人
麻
呂
の
称
え
か

た
と
は
、
内
実
を
異
に
す
る
。
相
違
の
第
一
は
、
歌
群
の
構
成
で
あ
る
。

み
や
ば
し
ら
ふ
と
し
き

人
麻
呂
の
歌
の
第
一
歌
群
長
歌
で
は
、
第
十
三
、
十
四
句
「
宮
柱
太
敷

ま

せ

ば

ふ

と

座
波
」
の
二
句
が
、
以
後
に
展
開
す
る
「
大
宮
人
」
の
奉
仕
を
導
く
。
「
太

し
き
ま
せ
ば

敷
座
波
」
の
条
件
句
は
天
皇
の
行
為
を
表
わ
す
か
ら
、
天
皇
の
行
為
が
原

因
を
な
し
て
歌
を
展
開
さ
せ
る
。
「
宮
処
」
へ
の
称
賛
を
主
題
に
立
て
つ
つ
、

持
統
天
皇
の
営
み
が
歌
を
押
し
進
め
る
構
成
の
背
後
に
、
西
沢
一
光
「
人

麻
呂
「
吉
野
讃
歌
」
の
方
法
と
そ
の
基
底
」
（
国
語
と
国
文
学
一
九
九

0
年

十
二
月
号
）
は
、
全
て
を
束
ね
る
「
大
君
」
の
存
在
を
透
視
す
る
。

対
す
る
赤
人
の
歌
の
第
一
歌
群
は
、
冒
頭
か
ら
第
四
句
ま
で
の
「
や
す

み
し
し
我
ご
大
君
の
高
知
ら
す
芳
野
宮
者
」
と
い
う
部
分
で
、
係

助
詞
ハ
に
よ
っ
て
主
題
を
示
し
た
の
ち
、
こ
の
宮
に
関
し
て
叙
述
す
る
。

赤
人
歌
第
一
歌
群
の
宮
の
営
み
も
、
や
は
り
「
大
君
」
の
行
為
で
あ
る
け

れ
ど
、
続
く
山
と
川
と
は
、
自
然
の
存
在
と
し
て
描
か
れ
、
「
大
君
」
に
よ

る
宮
の
営
み
の
影
響
を
受
け
な
い
。
山
と
川
と
の
代
表
す
る
宮
の
地
が
、

「
大
君
」
の
営
み
か
ら
距
離
を
置
か
れ
る
結
果
、
第
十
三
句
以
下
の
「
そ
の

山
の
い
や
し
く
し
く
に
こ
の
川
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
」
と
い
う
称

え
こ
と
ば
の
も
と
で
、
結
び
が
「
大
宮
人
」
の
奉
仕
を
述
べ
て
も
、
人
々

の
奉
仕
は
、
「
大
君
」
の
営
み
と
の
間
に
、
直
接
的
な
接
点
を
与
え
ら
れ
な

い
。
接
続
助
詞
バ
の
表
わ
す
条
件
句
に
よ
っ
て
、
人
麻
呂
が
「
大
君
」
に

全
て
を
収
倣
さ
せ
る
構
成
を
作
り
出
し
た
の
と
異
な
り
、
赤
人
は
「
大
君
」

の
営
む
「
吉
野
の
宮
」
を
、
係
助
詞
ハ
で
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宮

所
の
描
写
を
、
吉
野
の
自
然
へ
拡
散
さ
せ
る
。
山
と
川
と
の
対
句
が
整
わ

な
い
（
伊
藤
博
『
万
葉
集
全
注
巻
第
一
』
、
等
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人

麻
呂
歌
第
一
歌
群
が
、
歌
を
「
大
君
」
に
集
中
さ
せ
て
躍
動
的
な
構
成
を

取
る
に
対
し
、
赤
人
歌
第
一
歌
群
は
、
山
と
川
と
の
対
句
を
整
え
つ
つ
（
『
注

釈
万
葉
集
《
選
》
』
橋
本
達
雄
注
）
、
「
大
宮
人
」
の
奉
仕
を
「
大
君
」
に

よ
る
宮
の
営
み
に
並
列
さ
せ
て
、
静
的
な
構
成
を
見
せ
る
。

接
続
助
詞
バ
と
係
助
詞
ハ
と
が
も
た
ら
す
各
々
の
構
成
は
、
第
二
に
、

宮
を
営
む
「
大
君
」
の
性
格
づ
け
の
相
違
に
連
な
る
。
人
麻
呂
、
赤
人
と

も
に
、
第
二
歌
群
に
お
い
て
天
皇
へ
の
称
讃
を
主
題
に
立
て
る
か
ら
、
性

格
づ
け
の
問
題
は
、
と
も
に
第
二
歌
群
に
主
と
し
て
関
わ
る
。
た
だ
、
構

成
の
相
違
が
、
各
々
の
第
二
歌
群
で
も
、
や
は
り
バ
と
ハ
と
の
導
く
構
文

に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
同
様
に
保
た
れ
て
い
る
点
を
、
言
い
添
え
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
掲
西
沢
論
文
が
読
み
取
る
「
大
君
」
の
有
り
か

た
も
、
二
群
を
貫
く
視
点
に
よ
っ
て
、
把
握
さ
れ
て
い
る
。

人
麻
呂
の
作
品
と
赤
人
の
作
品
と
が
、
各
々
の
構
成
で
二
群
を
貫
き
な

が
ら
、
一
方
の
人
麻
呂
の
歌
は
第
二
歌
群
に
至
り
、
神
々
に
君
臨
す
る
神

と
し
て
、
持
統
天
皇
を
造
形
す
る
（
遠
山
一
郎
「
吉
野
に
お
け
る
持
統
天

皇
の
造
形
」
文
学
一
九
八
九
年
十
月
）
。
他
方
、
赤
人
の
描
く
聖
武
天
皇
は
、

二
群
を
通
し
て
神
の
性
格
を
帯
び
な
い
。
称
え
る
対
象
を
天
皇
に
絞
る
第

二
歌
群
で
は
、
長
歌
が
天
皇
の
行
動
を
、
「
御
狩
り
ぞ
立
た
す
」
と
詠
み
、

反
歌
が
「
御
狩
り
人
…
…
騒
き
て
あ
り
見
ゆ
」
と
歌
う
。
狩
り
を
す
る
聖

武
天
皇
は
、
「
御
狩
り
人
」
と
同
じ
次
元
に
置
か
れ
て
お
り
、
「
人
」
の
域

に
と
ど
ま
る
、
と
解
さ
れ
る
。

こ
の
吉
野
讃
歌
の
翌
年
神
亀
三
年
（
七
二
六
年
）
聖
武
天
皇
が
印
南
野

に
行
幸
し
た
際
、
赤
人
は
歌
を
詠
ん
だ
。

や
す
み
し
し
我
が
大
君
の
神
随
高
知
ら
せ
る

印
南
野
の

邑
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美

の

原

の

…

…

（

巻

六

ー

九

三

八

）

右
の
歌
い
か
た
は
、
聖
武
天
皇
を
神
と
し
て
扱
う
。
さ
ら
に
、
お
そ
ら

＜
養
老
年
間
に
（
『
万
葉
集
年
表
』
頭
注
）
、
赤
人
の
作
っ
た
伊
予
温
泉
の

歌
の
長
歌
が
、
天
皇
を
神
と
呼
ぶ
。

か

み

の

み

こ

と

の

皇
神
祖
之
神
乃
御
言
乃
敷
き
い
ま
す
国
の
こ
と
ご
と
湯
は

し

も

さ

は

に

あ

れ

ど

も

…

…

（

巻

三

ー

三

二

二

）

た
だ
し
、
「
皇
神
祖
之
神
乃
御
言
」
は
、
「
皇
神
祖
」
を
視
点
に
置
い
て

天
皇
を
「
神
の
み
こ
と
」
と
表
現
し
、
対
象
を
聖
武
天
皇
に
限
っ
て
い
な

い
の
で
、
当
面
の
問
題
と
は
別
に
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

聖
武
天
皇
を
神
と
し
て
描
く
印
南
野
行
幸
歌
の
ほ
ぼ
十
年
後
、
天
平
八

年
（
七
三
六
年
）
六
月
聖
武
天
皇
吉
野
行
幸
時
に
、
赤
人
は
再
び
長
歌
、

反
歌
を
詠
む
。
こ
の
時
に
は
、
赤
人
は
聖
武
天
皇
を
神
と
し
て
扱
わ
ず
、

聖
武
天
皇
の
性
格
づ
け
に
揺
れ
を
見
せ
る
。
同
じ
天
皇
の
行
幸
歌
の
な
か

で
、
吉
野
行
幸
時
に
は
二
度
と
も
、
聖
武
天
皇
を
神
と
呼
ば
な
い
歌
い
か

た
は
、
形
、
主
題
の
う
え
で
人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、

「
大
君
」
の
捉
え
か
た
に
お
い
て
、
人
麻
呂
と
は
異
な
り
、
人
の
域
に
と
ど

め
る
造
形
を
、
吉
野
で
保
と
う
と
す
る
赤
人
の
姿
勢
を
、
垣
間
見
さ
せ
る
。

神
亀
二
年
（
七
二
五
年
）
の
歌
の
第
二
群
で
、
聖
武
天
皇
を
人
の
域
に
と

ど
め
て
称
え
る
姿
勢
は
、
赤
人
が
吉
野
で
再
び
詠
ん
だ
長
歌
、
反
歌
に
、

底
を
流
れ
て
い
た
理
由
を
現
わ
す
。

神
の
時
代
を
継
ぐ
歌

天
平
八
年
（
七
三
六
年
）
六
月
の
行
幸
時
に
は
、
赤
人
だ
け
が
歌
を
残

す
。
形
は
二
群
で
な
く
、
長
歌
、
反
歌
各
一
首
か
ら
成
る
。

八
年
丙
子
の
夏
の
六
月
に
、
吉
野
の
離
宮
に
幸
す
時
に
、
山
部

宿
祢
赤
人
、
詔
に
応
へ
て
作
る
歌
一
首
井
せ
て
短
歌

や
す
み
し
し
我
が
大
君
の
見
し
た
ま
ふ
吉
野
の
宮
は
山
高

み

雲

ぞ

た

な

び

く

川

早

み

瀬

の

音

ぞ

清

き

神

さ

び

て

見

れ
ば
貴
く
よ
ろ
し
な
へ
見
れ
ば
さ
や
け
し
こ
の
山
の
尽
き

ば
の
み
こ
そ
こ
の
川
の
絶
え
ば
の
み
こ
そ
も
も
し
き
の
大

宮

所

や

む

時

も

あ

ら

め

（

巻

六

I
-
0
0五）

反
歌
一
首

神
代
よ
り
吉
野
の
宮
に
あ
り
通
ひ
高
知
ら
せ
る
は
山
川
を
よ
み

(
1
0
0六）

長
歌
は
、
「
宮
」
と
「
大
宮
所
」
と
へ
の
称
賛
を
表
に
立
て
、
吉
野
に
お

け
る
伝
統
的
な
主
題
の
踏
襲
を
、
た
だ
ち
に
見
て
取
ら
せ
る
。
主
題
の
み

な
ら
ず
、
山
と
川
と
を
対
比
さ
せ
る
表
現
に
お
い
て
も
、
人
麻
呂
そ
し
て

赤
人
自
身
が
す
で
に
実
行
し
た
技
法
を
、
長
歌
は
用
い
る
。

続
く
反
歌
は
第
四
、
五
句
中
で
、
さ
き
に
検
討
し
た
宮
讃
め
の
語
句
「

高
知
ら
」
を
使
い
つ
つ
、
「
山
川
を
よ
み
」
で
宮
の
地
を
称
え
る
。
長
歌
の

主
題
を
引
き
継
ぐ
第
四
、
五
句
は
、
用
語
、
主
題
と
も
に
、
取
り
立
て
て

新
し
い
表
現
を
含
ま
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
二
句
は
、
第
一
句
か
ら
第

三
句
ま
で
の
表
現
の
も
と
で
、
新
た
な
視
点
を
導
き
入
れ
る
。

第
四
句
「
高
知
ら
せ
る
は
」
は
、
第
一
句
か
ら
第
三
句
「
神
代
よ
り
吉

野
の
宮
に
あ
り
通
ひ
」
を
受
け
、
長
歌
の
述
べ
な
い
時
代
の
こ
と
を
歌
う
。

「
高
知
ら
せ
る
は
」
は
、
長
歌
冒
頭
句
「
や
す
み
し
し
我
が
大
君
の
見

し
た
ま
ふ
吉
野
の
宮
は
」
と
の
関
連
を
窺
わ
せ
る
も
の
の
、
「
神
代
よ
り
」

と
「
あ
り
通
ひ
」
と
の
二
句
は
、
過
去
に
重
心
を
置
く
行
動
を
述
べ
、
「
我

が
大
君
」
で
あ
る
現
天
皇
を
、
前
面
に
立
て
な
い
。
と
は
い
え
、
長
歌
と

反
歌
と
が
関
わ
り
を
持
た
な
い
の
で
は
な
い
。
現
天
皇
で
あ
る
聖
武
天
皇
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の
営
む
宮
が
未
来
に
向
か
っ
て
尽
き
な
い
こ
と
を
、
長
歌
が
詠
み
、
反
歌

が
逆
に
過
去
へ
向
か
っ
て
時
を
遡
り
、
長
歌
と
反
歌
と
が
時
を
両
方
向
へ

広
げ
あ
う
。
補
い
合
い
の
関
係
の
も
と
で
、
長
歌
の
詠
ま
な
い
時
代
の
こ

と
を
、
反
歌
は
前
面
に
押
し
出
す
。

長
歌
の
言
及
し
な
い
過
去
は
、
何
の
説
明
を
も
伴
わ
ず
、
「
神
代
」
と
だ

け
言
わ
れ
る
。
限
定
を
受
け
な
い
「
神
代
」
が
ど
の
よ
う
な
時
代
を
表
わ

す
の
か
、
に
わ
か
に
は
判
定
し
が
た
い
。
万
葉
集
に
お
け
る
カ
ム
ヨ
を
省

み
る
と
、
中
大
兄
作
三
山
歌
中
の
用
例
が
、
年
代
の
確
か
な
例
の
な
か
で

は
も
っ
と
も
古
い
、
と
推
定
さ
れ
る
。

香

具

山

は

畝

傍

を

惜

し

と

耳

成

と

相

争

ひ

き

神

代

従

か

く
に
あ
る
ら
し
い
に
し
へ
も
し
か
に
あ
れ
こ
そ
う
つ
せ
み
も

妻

を

争

ふ

ら

し

き

（

巻

一

ー

一

三

）

三
山
歌
の
長
歌
は
「
神
代
」
を
「
い
に
し
へ
」
に
言
い
換
え
、
「
う
つ
せ

み
」
に
対
比
さ
せ
る
。
こ
の
対
比
の
内
実
が
、
当
面
の
赤
人
の
作
品
に
通

ず
る
。
す
な
わ
ち
、
「
神
代
」
、
「
い
に
し
へ
」
の
妻
争
い
が
、
「
う
つ
せ
み
」

の
妻
争
い
の
起
源
で
あ
る
と
三
山
歌
長
歌
が
語
る
の
と
同
様
に
、
当
面
の

赤
人
の
「
神
代
」
も
、
今
の
「
吉
野
の
宮
」
の
良
さ
が
「
神
代
」
以
来
の

「
山
川
の
よ
」
さ
に
起
源
を
持
つ
、
と
い
う
文
脈
に
現
わ
れ
る
。
な
ら
ば
、

こ
の
赤
人
の
「
神
代
」
は
、
三
山
歌
長
歌
の
「
神
代
」
と
同
じ
く
、
「
う
つ

せ
み
」
の
起
源
を
成
す
時
代
、
と
い
う
規
範
の
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
、

と
考
え
ら
れ
る
。
赤
人
自
身
、
神
亀
元
年
（
七
二
四
年
）
聖
武
天
皇
紀
伊

行
幸
時
に
、
「
神
代
従
し
か
ぞ
貴
き
玉
津
島
山
」
（
巻
六
ー
九
一
七
）

と
詠
み
、
同
じ
用
法
の
「
神
代
」
を
、
他
に
も
残
す
。

同
様
の
カ
ム
ヨ
が
、
集
中
に
十
例
ほ
ど
拾
わ
れ
る
。
な
か
で
、
当
面
の

文
脈
に
近
い
一
例
を
掲
げ
る
。

か
む
よ
よ
り

浜
清
み
浦
う
る
は
し
み
神
世
自
千
舟
の
泊
つ
る
大
和
太
の
浜

（
巻
六

-
1
0六
七
）

「
浜
」
を
称
え
る
に
際
し
、
「
神
代
よ
り
」
の
良
さ
を
引
き
合
い
に
出
す

発
想
が
、
赤
人
の
当
面
の
歌
い
か
た
、
そ
し
て
紀
伊
行
幸
時
の
歌
い
か
た

に
合
致
す
る
。

発
想
の
次
元
に
抽
象
化
す
れ
ば
、
古
事
記
は
、
人
の
時
代
の
天
皇
の
権

威
を
、
神
の
時
代
の
神
に
求
め
て
お
り
（
吉
井
巌
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
系
譜

の
受
容
」
『
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
』
所
収
、
等
）
、
三
山
歌
な
ど
と
当
面
の
反
歌

と
に
通
ず
る
発
想
を
取
る
。
他
方
、
主
題
の
次
元
で
は
、
古
事
記
が
天
皇

の
神
聖
を
主
張
し
（
吉
井
同
書
）
、
三
山
歌
な
ど
が
旅
先
の
地
を
讃
め
（
伊

藤
博
「
遊
宴
の
花
」
『
古
代
和
歌
史
研
究

3
』
所
収
、
等
）
、
各
々
の
主

題
の
も
と
で
、
各
々
が
た
が
い
に
異
な
る
内
容
を
持
つ
。
す
る
と
、
発
想

に
共
通
点
が
認
め
ら
れ
て
も
、
吉
野
に
触
れ
ず
、
主
題
を
異
に
す
る
文
脈

中
の
「
神
代
」
に
、
当
面
の
赤
人
の
「
神
代
」
を
、
た
だ
ち
に
当
て
は
め

る
わ
け
に
ゆ
か
な
い
。

さ
ら
に
、
三
山
歌
の
ば
あ
い
、
香
具
山
、
畝
傍
山
、
耳
成
山
（
長
歌
）

そ
し
て
印
南
国
原
（
第
一
反
歌
）
と
い
う
神
々
が
名
を
挙
げ
ら
れ
る
。
浜

を
称
え
る
一
〇
六
七
で
は
、
長
歌

(
1
0六
五
）
が
「
八
千
梓
の
神
の

御
代
よ
り
」
と
歌
い
起
こ
す
。
古
事
記
も
、
天
御
中
主
神
、
高
御
産
巣
日

神
、
神
産
巣
日
神
を
冒
頭
に
記
し
、
神
々
の
名
を
以
下
に
も
列
挙
す
る
。

対
し
て
、
ど
の
神
の
活
動
し
た
時
代
を
作
者
が
「
神
代
」
と
呼
ぶ
の
か
、

赤
人
の
吉
野
讃
歌
は
、
長
歌
、
反
歌
と
も
に
ま
っ
た
く
語
ら
な
い
。

神
の
名
こ
そ
現
わ
さ
な
い
も
の
の
、
反
歌
は
「
神
代
」
に
行
わ
れ
た
行

動
を
述
べ
る
。
第
二
句
か
ら
第
四
句
「
吉
野
の
宮
に
あ
り
通
ひ
高
知
ら
せ

る
」
で
あ
る
。
特
定
さ
れ
て
い
る
「
吉
野
」
の
地
に
着
目
す
る
の
で
あ
れ

-28-



ば
、
神
武
天
皇
が
倭
に
は
い
る
に
当
た
っ
て
吉
野
を
通
り
（
記
神
武
）
、
同

天
皇
が
吉
野
の
地
を
見
（
神
武
紀
）
、
応
神
朝
に
吉
野
の
国
巣
が
服
属
し
（
記

紀
応
神
条
）
、
雄
略
天
皇
は
こ
こ
を
訪
れ
て
い
る
（
記
紀
雄
略
条
）
。
『
万
葉

代
匠
記
』
初
稿
本
が
、
養
老
七
年
（
七
二
三
年
）
吉
野
行
幸
時
の
金
村
歌

長
歌
（
巻
六
ー
九

0
六
）
に
現
わ
れ
る
「
神
代
」
に
注
を
付
け
、
神
武
天

皇
以
下
の
こ
と
と
解
し
、
窪
田
空
穂
『
万
葉
集
評
釈
』
が
、
当
面
の
反
歌

の
注
に
、
応
神
天
皇
の
時
代
を
挙
げ
る
け
れ
ど
、
古
事
記
、
日
本
書
紀
に

お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
人
の
時
代
の
人
の
活
動
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、

「
神
代
」
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
し
か
も
、
ど
の
文
献
に
も
、
神
々
の
活
動
の
記

述
に
、
吉
野
の
宮
の
こ
と
が
見
出
さ
れ
な
い
。
す
る
と
、
当
面
の
「
神
代
」

は
、
い
ず
れ
か
の
神
の
時
代
に
、
吉
野
の
宮
の
営
み
を
持
ち
込
ん
だ
、
独

自
な
表
現
、
と
解
す
る
必
要
が
生
ず
る
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
神
亀
二
年
に
赤
人
が
形
か
ら
主
題
に
及
ん

で
依
拠
し
た
人
麻
呂
作
吉
野
讃
歌
に
歌
わ
れ
た
、
宮
の
営
み
で
あ
る
。
こ

の
讃
歌
の
第
二
歌
群
は
神
だ
け
を
登
場
さ
せ
、
神
に
よ
る
吉
野
の
宮
の
営

み
を
歌
う
。

や
す
み
し
し
我
が
大
君
神
な
が
ら
神
さ
び
せ
す
と
吉
野
川

た
ぎ
つ
河
内
に
高
殿
を
高
知
り
ま
し
て
登
り
立
ち
国
見
を

せ

せ

ば

た

た

な

は

る

青

垣

山

山

神

の

奉

る

御

調

と

春

ヘ

は
花
か
ざ
し
持
ち
秋
立
て
ば
黄
葉
か
ざ
せ
り
（
一
云
黄
葉
か

ざ

し

）

行

き

沿

ふ

川

の

神

も

大

御

食

に

仕

へ

奉

る

と

上

つ
瀬
に
鵜
川
を
立
ち
下
つ
瀬
に
小
網
さ
し
渡
す
山
川
も
依

か

み

の

み

よ

か

も

り

て

仕

ふ

る

神

乃

御

代

鴨

（

巻

一

ー

三

八

）

反
歌

山
川
も
依
り
て
仕
ふ
る
神
な
が
ら
た
ぎ
つ
河
内
に
舟
出
せ
す
か
も

（
三
九
）

長
歌
が
結
句
に
「
神
の
御
代
か
も
」
と
述
べ
、
持
統
天
皇
を
吉
野
の
空

間
に
と
ど
め
ず
、
時
間
に
広
げ
て
歌
い
収
め
て
い
る
点
が
、
こ
と
に
注
意

さ
れ
る
。
吉
井
巌
『
万
葉
集
全
注
巻
第
六
』
が
指
摘
し
、
神
野
志
隆
光

「
聖
武
朝
の
皇
統
意
識
と
天
武
神
話
化
」
（
『
柿
本
人
麻
呂
研
究
』
所
収
）
の

支
持
す
る
ご
と
く
、
赤
人
の
歌
う
「
神
代
」
は
、
こ
の
「
神
の
御
代
」
で

は
な
い
か
。

カ
ム
ヨ
は
、
三
山
歌
長
歌
が
典
型
を
示
す
よ
う
に
、
遥
か
に
遠
い
時
代
、

イ
ニ
シ
ヘ
で
あ
り
つ
つ
、
ウ
ッ
セ
ミ
の
起
源
と
い
う
位
置
を
占
め
る
。
と

こ
ろ
が
、
人
麻
呂
が
「
神
の
御
代
」
と
歌
っ
た
持
統
天
皇
の
時
代
は
、
聖

武
天
皇
に
と
っ
て
曾
祖
母
の
時
代
で
あ
り
、
ほ
ぼ
五
十
年
前
の
時
代
で
あ

る
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
、
人
麻
呂
の
歌
う
「
神
の
御
代
」
は
、
現
天
皇

で
あ
る
持
統
天
皇
が
「
神
」
と
呼
ば
れ
た
の
を
受
け
る
表
現
で
あ
り
、
持

統
朝
の
現
在
を
表
わ
す
。
人
麻
呂
の
「
神
の
御
代
」
は
、
カ
ム
ヨ
に
あ
ら

ざ
る
ウ
ッ
セ
ミ
で
あ
り
、
現
在
に
満
ち
、
カ
ム
ヨ
の
帯
び
る
イ
ニ
シ
ヘ
の

影
を
伴
わ
な
い
。
こ
の
「
神
の
御
代
」
は
、
赤
人
の
「
神
代
」
に
、
た
だ

ち
に
は
移
行
し
な
い
。

人
麻
呂
の
歌
い
あ
げ
た
「
神
の
御
代
」
が
、
聖
武
天
皇
に
と
っ
て
曾
祖

母
の
時
代
に
と
ど
ま
る
と
は
い
え
、
赤
人
の
心
理
的
な
時
間
意
識
が
、
五

十
年
と
い
う
尺
度
で
尽
く
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
事
実
、
赤
人
は
次
の

歌
を
残
す
。

も
も
し
き
の
大
宮
人
の
熟
田
津
に
船
乗
り
し
け
む
年
の
知
ら
な
く

（
巻
三
ー
三
二
三
）

つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
（
『
万
葉
考
』
、
等
）
、
こ
の
歌
は
額
田

王
の
歌
を
踏
ま
え
る
。
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熟
田
津
に
船
乗
り
せ
む
と
月
待
て
ば
潮
も
か
な
ひ
ぬ
今
は
漕
ぎ
出
で

な

（

巻

一

ー

八

）

額
田
王
の
こ
の
歌
は
斉
明
朝
の
作
で
あ
る
。
赤
人
が
三
二
三
を
詠
ん
だ

年
次
が
確
か
で
な
い
け
れ
ど
、
お
そ
ら
く
養
老
年
間
で
あ
ろ
う
（
『
万
葉
集

年
表
』
頭
注
）
。
赤
人
の
歌
と
額
田
王
の
歌
と
は
、
六
十
年
ほ
ど
を
隔
て
る

だ
け
で
あ
る
。
こ
の
隔
た
り
を
、
結
び
で
「
年
の
知
ら
な
く
」
と
表
現
す

る
赤
人
の
意
識
は
、
斉
明
朝
の
事
跡
と
そ
の
表
現
と
を
、
外
在
的
時
間
以

上
に
遠
く
見
や
る
。

加
え
て
、
土
理
宣
令
が
、
お
そ
ら
く
神
亀
年
間
に
（
『
万
葉
集
年
表
』
）
、

こ
う
歌
う
。

み
吉
野
の
滝
の
白
波
知
ら
ね
ど
も
語
り
し
継
げ
ば
い
に
し
へ
思
ほ
ゆ

（
巻
三
ー
一
＿
二
三
）

「
み
吉
野
」
で
思
い
起
こ
さ
れ
て
い
る
「
い
に
し
へ
」
は
、
天
武
天
皇
、

持
統
天
皇
の
こ
ろ
の
事
柄
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
（
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
万

葉
集
』
、
等
）
。
作
者
で
あ
る
土
理
宣
令
は
、
聖
武
天
皇
の
東
宮
時
代
に
、

聖
武
に
侍
し
て
い
る
（
続
日
本
紀
養
老
五
年
正
月
）
。
聖
武
の
周
辺
に
漂
う
、

こ
の
よ
う
な
「
い
に
し
へ
」
回
顧
が
赤
人
に
共
有
さ
れ
た
と
し
て
も
、
不

思
議
で
は
な
い
。

外
在
的
時
間
と
は
別
に
、
過
去
を
遠
く
に
見
る
捉
え
か
た
を
、
赤
人
が

示
し
て
い
た
こ
と
と
共
に
、
聖
武
周
辺
の
持
つ
「
い
に
し
へ
」
意
識
が
知

ら
れ
る
と
、
当
面
の
作
品
が
現
在
を
表
に
立
て
な
い
点
が
注
意
を
引
く
。

長
歌
は
、
前
半
に
吉
野
の
宮
と
地
と
の
空
間
を
称
え
た
の
ち
、
第
十
三

句
「
こ
の
山
の
」
以
下
の
後
半
で
、
時
間
を
叙
述
す
る
。
後
半
の
表
現
は
、

「
こ
の
山
の
尽
き
ば
」
、
「
こ
の
川
の
絶
え
ば
」
、
「
大
宮
所
や
む
」
と
い
う
否

定
的
側
面
を
連
ね
、
こ
れ
ら
否
定
の
裏
返
し
に
よ
っ
て
「
大
宮
所
」
の
永

続
を
祝
う
。
現
在
を
修
辞
的
に
否
定
す
る
文
脈
に
続
い
て
、
反
歌
に
「
神

代
」
が
現
わ
れ
る
と
き
、
こ
の
「
神
代
」
に
は
、
現
在
の
後
退
を
埋
め
る

に
足
る
、
大
き
な
価
値
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
は
た
し
て
反
歌
は
、
「
神
代
よ

り
」
と
い
う
第
一
句
に
反
歌
全
体
を
包
み
込
ま
せ
る
構
文
の
も
と
で
、
カ

ム
ヨ
の
規
範
と
し
て
の
性
格
を
、
前
面
に
立
て
る
。
こ
の
よ
う
に
現
在
を

覆
い
、
長
歌
の
祝
う
未
来
ま
で
連
な
る
「
神
代
」
が
、
不
特
定
な
神
々
の

時
代
を
言
う
に
と
ど
ま
り
、
具
体
的
な
神
を
提
示
し
な
い
、
と
は
考
え
に

、。
＜
 歌

か
ら
目
を
転
ず
る
と
、
こ
の
作
品
の
題
詞
は
「
詔
に
応
へ
」
と
記
す
。

前
回
の
赤
人
の
二
群
の
歌
々
も
朝
廷
の
人
々
に
披
露
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
け

れ
ど
、
今
回
は
聖
武
天
皇
の
「
詔
」
を
負
う
。
他
の
歌
人
の
作
が
こ
の
題

詞
の
も
と
に
記
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
「
詔
」
は
赤
人
に
降
さ
れ
た
、
と
推

定
さ
れ
る
。
赤
人
に
「
詔
」
が
こ
と
に
発
せ
ら
れ
た
の
は
、
前
回
の
赤
人

の
詠
み
ぶ
り
に
対
す
る
評
価
が
高
か
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
前
回
の
作

品
が
人
麻
呂
の
作
を
確
か
に
踏
ま
え
て
い
た
以
上
、
「
詔
」
を
発
し
た
聖
武

天
皇
と
朝
廷
の
人
々
と
は
、
今
回
も
そ
の
方
向
を
期
待
し
た
で
あ
ろ
う
。

赤
人
は
期
待
を
念
頭
に
置
い
た
で
あ
ろ
う
。

吉
野
に
お
け
る
人
麻
呂
作
の
讃
歌
を
、
朝
廷
の
人
々
と
赤
人
と
が
基
準

に
据
え
る
こ
と
は
、
聖
武
天
皇
の
位
置
に
も
合
致
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人

麻
呂
の
称
え
た
持
統
天
皇
は
、
天
武
皇
統
を
草
壁
皇
子
か
ら
文
武
天
皇
へ

継
が
せ
る
意
図
の
も
と
に
即
位
し
、
文
武
天
皇
没
後
、
元
明
天
皇
、
元
正

天
皇
が
即
位
し
た
の
も
、
文
武
天
皇
の
子
で
あ
る
聖
武
天
皇
へ
の
皇
位
継

承
を
目
指
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
（
井
上
光
貞
「
古
代
の
女
帝
」
『
日
本
古

代
国
家
の
研
究
』
所
収
、
上
田
正
昭
『
日
本
の
女
帝
』
、
等
）
。
天
武
皇
統

を
確
立
し
た
壬
申
の
乱
の
勝
利
が
、
吉
野
の
挙
兵
に
始
ま
っ
た
か
ら
に
は
、
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人
麻
呂
神
話
の
古
典
化

か

み

の

み

よ

か

み

よ

の

「
神
乃
御
代
」
を
「
神
代
」
と
言
い
換
え
る
表
現
は
、
格
動
詞
「
乃
」

み

か

み

の

み

よ

と
接
頭
語
「
御
」
と
を
除
く
だ
け
の
措
置
で
は
な
く
、
「
神
乃
御
代
」
と
表

現
さ
れ
た
持
統
天
皇
の
時
代
の
位
置
付
け
を
、
転
換
さ
せ
る
。
述
べ
た
ご

四

聖
武
天
皇
が
天
武
皇
統
に
属
す
る
こ
と
を
、
こ
と
に
吉
野
に
お
い
て
歌
う

こ
と
は
、
聖
武
天
皇
の
存
在
の
根
本
に
関
わ
る
重
要
事
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

持
続
天
皇
を
吉
野
に
お
い
て
称
え
る
歌
を
踏
ま
え
る
表
現
は
、
神
野
志
論

文
の
指
摘
す
る
ご
と
く
、
持
統
天
皇
の
権
威
を
、
同
じ
皇
統
を
継
ぐ
聖
武

天
皇
に
付
与
す
る
祝
言
と
し
て
働
く
。

背
景
に
加
え
て
、
結
局
「
山
川
を
よ
み
」
が
、
歌
に
用
い
ら
れ
た
語
を

踏
ま
え
る
奥
行
き
を
、
見
て
取
ら
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
麻
呂
の
讃
歌
第

二
歌
群
が
、
長
歌
、
反
歌
と
も
に
、
「
山
川
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
た
。

た
だ
、
人
麻
呂
の
描
い
た
「
山
川
」
は
、
「
山
神
」
、
「
川
の
神
」
で
あ
る
。

こ
れ
と
異
な
り
、
当
面
の
「
山
川
」
に
神
の
性
格
は
窺
わ
れ
な
い
。
し
か

し
、
三
山
歌
に
お
け
る
三
山
と
印
南
の
地
と
が
か
つ
て
神
で
あ
っ
た
よ
う

に
、
「
神
代
よ
り
」
の
修
飾
を
受
け
る
文
脈
中
の
「
山
川
」
が
か
つ
て
神
で

あ
っ
た
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

赤
人
の
歌
う
「
神
代
」
が
、
人
麻
呂
の
称
え
た
「
神
の
御
代
」
を
受
け

る
表
現
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
続
く
「
吉
野
の
宮
に
あ
り
通
ひ
」
は
、

持
統
天
皇
以
後
の
、
歌
を
伴
う
御
幸
を
も
指
し
つ
つ
、
聖
武
天
皇
と
朝
廷

の
人
々
と
に
、
往
時
の
姿
を
具
体
的
に
思
い
描
か
せ
る
。
「
詔
」
を
受
け
た

赤
人
の
歌
は
、
人
麻
呂
の
歌
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
吉
野
と
い
う

天
武
皇
統
の
原
点
と
聖
武
天
皇
と
を
、
神
の
時
代
か
ら
の
連
続
と
い
う
形

で
、
深
く
結
び
つ
け
る
働
き
を
果
た
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

と
く
、
カ
ム
ヨ
は
ウ
ッ
セ
ミ
の
規
範
の
位
置
を
占
め
る
。
赤
人
の
歌
い
か

た
は
、
持
統
天
皇
の
時
代
を
聖
武
天
皇
の
時
代
に
結
び
つ
け
る
の
み
な
ら

ず
、
持
統
天
皇
の
時
代
を
規
範
の
位
置
に
置
き
、
今
の
聖
武
天
皇
の
営
み

に
、
神
聖
な
権
威
を
付
与
す
る
作
用
を
及
ぼ
す
。

吉
野
の
宮
の
営
み
に
対
す
る
神
聖
な
権
威
の
付
与
は
、
赤
人
だ
け
の
し

わ
ざ
で
は
な
い
。
天
平
八
年
（
七
三
六
年
）
の
赤
人
の
歌
に
先
立
つ
こ
と

十
三
年
、
養
老
七
年
（
七
二
三
年
）
元
正
天
皇
吉
野
行
幸
時
に
、
金
村
が

詠
ん
だ
歌
の
長
歌
は
、
や
は
り
「
神
代
」
の
語
を
用
い
つ
つ
、
吉
野
の
宮

の
営
み
を
称
え
る
0

.

滝
の
上
の
三
船
の
山
に
瑞
枝
さ
し
繁
に
生
ひ
た
る
栂
の
木

の
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に
万
代
に
か
く
し
知
ら
さ
む
み
吉
野
の

秋
津
の
宮
は
神
か
ら
か
貴
く
あ
る
ら
む
国
か
ら
か
見
が
欲

し
か
ら
む
山
川
を
清
み
さ
や
け
み
諾
之
神
代
従
定
め
け
ら

し

も

（

巻

六

ー

九

0
七）

か
む

結
び
の
部
分
が
、
ヲ
…
…
ミ
の
形
の
な
か
に
、
「
山
川
」
を
配
し
、
「
神

代
従
」
に
よ
っ
て
「
宮
」
の
営
み
の
起
源
を
説
く
。
こ
の
歌
い
か
た
が
、

天
平
八
年
（
七
三
六
年
）
の
赤
人
の
反
歌

(
1
0
0六
）
に
お
け
る
「
神

代
よ
り
…
…
山
川
を
よ
み
」
と
い
う
表
現
の
先
駆
け
を
な
し
て
い
る
こ
と

が
、
た
だ
ち
に
読
み
取
ら
れ
る
。

金
村
に
よ
る
「
う
べ
し
神
代
ゆ
」
の
歌
い
か
た
が
、
赤
人
作
品
の
先
駆

け
を
な
す
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
、
金
村
の
歌
う
「
神
代
」
も
、
人
麻
呂
の

「
神
の
御
代
」
を
念
頭
に
置
く
の
で
は
な
い
か
、
と
予
測
さ
れ
る
。
実
際
、

金
村
の
長
歌
の
述
べ
る
「
神
代
ゆ
定
め
」
は
、
吉
野
の
宮
の
営
み
を
言
い
、

赤
人
の
ば
あ
い
と
同
様
に
、
古
事
記
そ
し
て
日
本
書
紀
に
お
け
る
神
の
時

代
の
記
事
に
見
出
さ
れ
な
い
行
為
を
、
「
神
代
」
に
含
め
る
。
養
老
七
年
（
七
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二
三
年
）
元
正
天
皇
吉
野
行
幸
が
、
翌
年
神
亀
元
年
（
七
二
四
年
）
の
聖

武
天
皇
即
位
へ
の
布
石
と
覚
し
い
点
を
（
清
水
克
彦
「
養
老
の
吉
野
讃
歌
」

『
万
葉
論
集
第
二
』
所
収
、
等
）
考
慮
す
れ
ば
、
養
老
七
年
（
七
二
三
年
）

に
歌
わ
れ
た
金
村
作
讃
歌
が
、
「
神
代
ゆ
」
と
歌
い
つ
つ
、
聖
武
天
皇
吉
野

行
幸
時
の
歌
の
先
駆
け
を
な
し
、
つ
い
で
、
天
平
八
年
（
七
三
六
年
）
の

赤
人
作
讃
歌
が
、
聖
武
天
皇
の
営
み
を
称
え
て
「
神
代
よ
り
」
と
詠
み
、

金
村
作
歌
を
倣
う
点
に
は
、
歌
々
の
間
の
脈
絡
が
辿
ら
れ
る
。

人
麻
呂
の
歌
い
か
た
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
赤
人
が
今
の
聖
武
天
皇
を
吉

野
に
お
い
て
神
と
し
て
扱
わ
な
い
の
は
、
原
点
を
な
す
持
統
天
皇
ひ
い
て

は
天
武
天
皇
の
時
代
を
、
「
神
代
」
に
位
置
付
け
る
文
脈
の
な
か
に
、
別
の

神
を
持
ち
込
み
に
く
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
人
麻
呂
自
身
、
草
壁
皇
子
挽
歌
、

高
市
皇
子
挽
歌
に
お
い
て
、
天
武
天
皇
を
神
の
時
代
の
神
と
し
て
描
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
皇
太
子
草
壁
皇
子
と
太
政
大
臣
高
市
皇
子
と
を
権
威
づ
け

な
が
ら
、
草
壁
皇
子
と
高
市
皇
子
と
を
人
と
し
て
表
現
す
る
（
遠
山
一
郎

「
天
武
二
皇
子
の
挽
歌
」
国
語
と
国
文
学
一
九
九
二
年
一
月
号
）
。

今
の
元
正
天
皇
と
聖
武
天
皇
と
を
人
の
域
に
と
ど
め
つ
つ
、
人
麻
呂
の

歌
を
歌
群
の
形
か
ら
語
に
及
ぼ
し
て
踏
ま
え
る
表
現
に
よ
っ
て
、
金
村
そ

し
て
赤
人
の
詠
む
吉
野
讃
歌
は
、
人
麻
呂
の
作
品
を
規
範
と
し
て
立
て
る

歌
の
流
れ
の
典
型
を
示
す
。
古
事
記
神
話
、
日
本
書
紀
神
話
の
各
々
（
神

野
志
隆
光
「
神
話
研
究
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
」
比
較
文
学
研
究
一
九
九
一

年
十
一
月
）
と
は
別
に
、
天
武
系
天
皇
、
皇
子
を
、
神
々
の
神
と
し
て
造

形
す
る
人
麻
呂
の
神
話
は
、
元
正
、
聖
武
朝
の
歌
の
営
み
に
よ
っ
て
、
継

承
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
古
典
の
地
位
を
与
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

（
愛
知
県
立
大
学
教
授
）
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